制定案 10-
（制定案の趣旨を簡潔にまとめた文を挿入）件
提案者_________________ロータリー・クラブ

第____________地区大会承認
または
提案者：第____________地区大会
国際ロータリー定款を次のように改正する（手続要覧第＿＿ページ）。
第____________条 
第____________節
（節の文章を写し、削除する個所には抹消の線を、また、新しい文章には下線を引いてください。）
国際ロータリー細則を次のように改正する（手続要覧第____ページ）。
第____________条 
第____________節
（節の文章を写し、削除する個所には抹消の線を、また、新しい文章には下線を引いてください。）
標準ロータリー・クラブ定款を次のように改正する（手続要覧第____ページ）。
第____________条 
第____________節
（節の文章を写し、削除する個所には抹消の線を、また、新しい文章には下線を引いてください。）
（本文終わり）
______________________________________________

注：削除する個所には抹消の線が引かれ、
改訂された本文には載らない。改訂される文章には下線が引かれている。
制定案見本
会長ノミニーと会長エレクトの任期を明確にする件 

標準ロータリー・クラブ定款を次のように改正する（手続要覧第235ページ）
第9条　理事および役員
第5節　役員の選挙   

(b) 会長の任期。会長は、細則の定めるところに従って、就任する日の直前18カ月以上2年以内に、選挙し、選ばれた者は会長ノミニーを務めるものとする。会長ノミニーは、後任者の選挙が行われた後に会長に就任する前の年度の7月1日に会長エレクトの役職名が与えられるものとする。会長は、7月1日に就任し、1年間、または後任者が然るべく選挙されて適格となるまで、その職務に当たるものとする。
（本文終わり）
______________________________________________

注：削除する個所には抹消の線が引かれ、
改訂された本文には載らない。改訂される文章には下線が引かれている。
